
 

 

 

 

 

令和６年広島県議会 12 月定例会提案見込事項 

 

１　その他の提出案件 

　（１）広島県公立大学法人に係る中期目標を定めることについて 

地方独立行政法人法に基づき、広島県公立大学法人の第３期中期目標（平成 31年度～

令和６年度）が終了することに伴い、同法人が達成すべき業務運営に関する第４期中期目

標（令和７年度～令和 12年度）を定めるもの 

　（２）広島県公立大学法人の定款の一部変更について 

　　　　地方独立行政法人法の改正により、公立大学法人における年度計画が廃止されたこと

に伴い、広島県公立大学法人の定款における、年度計画の文言を削除

令和６年 12月５日 

課　名　環境県民局高等教育担当 
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